
ＰＴＡ地区集会 ご苦労様でした        

  ６月１２日から１８日まで、各地区で行われました地区集会が終了しました。新型コロナ

ウイルス感染症の影響から、書面での開催になったところもありましたが、地区集会の報告

として、各地区から要望などが学校に届けられました。その中ですべての地区に共通する内

容について回答させていただきます。 

① 授業参観をしてほしい 

・１学期は市教育委員会からの指示により、授業参観を急きょ中止いたしました。２学

期は同様の授業参観「学校オープンウィーク」を１０月中旬に計画しています。２学期

に入りましたら詳しい日程などについてお知らせします。 

② 登校班の並び方について、安全に通えるよう適宜変更できるようにしてほしい 

・並び方を変更する必用があると判断された地区委員の方は、地区担当にご相談くださ

い。なお、欠席者があり通常の並び方ができない場合は、その日またはその期間、適

宜、変更していただいてよいと考えます。 

③ 学校での水分補給の機会が少ないのが心配 

・梅雨も終盤になり気温・湿度の上昇などにより熱中症の心配が大きくなってきました。

体育の授業はもとより、必要に応じて他の授業においても給水の時間を設けるようにし

ます。 

④ 熱中症の心配から通気性のいい帽子の使用を認めてはどうか 

・安全帽を使用していますが、熱中症の心配からご意見を頂戴しました。児童会の皆さ

ん、ＰＴＡ役員の皆さんと相談しながら検討させていただきます。 

⑤ コロナ禍ではあるが、工夫して子どもたちの喜ぶ行事をしてほしい 

・学校としても同じ思いです。２学期の行事についての基本的な考えは別の項に示しま

す。多くの保護者が一度に来校することが難しい状況ですので、学校の措置にご理解い

ただきますようお願いします。 

⑥ 登下校や駐車場での児童の心配な行動について 

・学級指導や地区児童会の機会をとらえて、心配の声をお聞き次第指導しています。地

区においてもご指導いただいていることに感謝しております。 

⑦ その他、トイレなどの学校施設についてのご意見をいただきました 

・職員に周知し、改善できるところから取り組んでいます。 

２年生が「里山の自然」について学習しました  6/17 

２年生が生活科の学習の一環で、里山の自然について学習しました。まず、６月９日（水）

に亀山市役所環境課の職員の方を講師に招きお話を伺いました。その後、６月１７日（木）、

６月１８日（金）に、里山公園に出かけ、ザリガニ釣りを体験しました。子どもたちは「ど

うしたらザリガニが釣れるか」を考えながら、釣る場所や竿の動かし方を工夫し、一生懸命

にザリガニを釣りました。子どもたちの中には休日に家族で里山公園に出かけた子もいたよ

うです。釣ったザリガニを観察たり、絵を描いたりしました。 
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３年生「蚕」を教材に総合的な学習が進んでいます 6/21 
 ３年生は総合的な学習の時間、「蚕」を教材に学習して 

います。まず、５月には亀山製糸の牛場さんを講師に招 

き、蚕を育て絹糸を作ることなどを学習しました。その 

後、子どもたちはクラスごとに蚕を飼い始め、毎日、新 

鮮な桑の葉を与えてきました。最初は小さな蚕でしたが、 

６月中旬を過ぎ大きく育った蚕が繭を作り始め、子どもた 

ちもその変化に驚いています。今後、繭を使った工作など 

の学習へとつなげていく予定です。 

２学期以降の学校行事について 
（１） 運動会について 11/6（予備日７日） 

〇１限目から６限目までを使った「学年別運動会」の実施を検討する。 

・できるだけクラスをまたぐ多人数の練習を避けます 

・練習期間の長い種目を避け、２～３種目を行います。 

  〇保護者の参観は秋以降の感染状況によって判断します。 

 ・無観客または人数を限定（学年演技終了後、保護者の入れ替えを行う） 

  〇児童は弁当を教室で食べ、飲食によるリスクを避けます。 

（２） 音楽会について 11/9 

  〇現在、工夫して実施の方向で進めています。（残念ながら、無観客になる予定です） 

（３） 修学旅行 10/27,28 

〇三重県内を目的地として実施予定。 

（４） ５年生宿泊学習 9/30 10/1 

〇感染状況により、市教育委員会の指示に従います。現在実施の方向で進めています 

（５）授業参観 

  〇１０月中旬に「授業参観ウィーク」として参観を計画しています。 

 

三重県交通安全条例についてご存じですか？ 

「三重県交通安全条例」が制定され、１０月１日から自転車損害賠償責任保険への加入が

義務化されます。これは、監護する未成年者が自転車を運転する場合はその保護者も対象に

なります。詳しくは、「三重県交通安全条例」で検索しお調べください。 

保護者の観覧場所などについては、

ＰＴＡとも相談のうえ、実施が近づ

いたら提案させていただきます。 

新型コロナウイルス感染症の影響

により延期・変更することがあり

ます。 



 


